
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
底壁５周縁より周壁６を立設するとともに、周壁６上端縁より延設した頂板部７を下方へ
凹ませて化粧品収納凹部８を形成し、且つ、周壁前後中央外面に一端を開口して内方へ延
設した前後一対の係止部材収納部９を設けてなる容器体２と、上記各収納部９内に所定幅
の前後動が可能に装着載置させたスライド板１３の先端を押し込み可能に収納部９外へ突
出させるとともに、スライド板内側端より内方へ一体に突設した環状弾性部１４によりス
ライド板１３を外方へ付勢させ、且つ、スライド板１３両側に起立させた軸受け１６に外
側部開放の軸孔１５を設けた前後一対の係止部材３と、上記容器体上面周縁部に下端縁を
載置させた周壁２１上端縁より頂壁２２を延設するとともに、頂壁２２裏面前後中央より
上記頂板部７に穿設した窓孔１２を介して一対の支持板２３を垂設し、且つ各支持板２３
両側に突設させた枢着軸２４を上記各軸孔１５に枢着させた蓋体４とを備え、上記一方ス
ライド板１３の押し込みにより軸孔１５と枢着軸２４との係合が外れて他方枢着部を中心
に蓋体が開閉し、前後両方からの開蓋が可能に構成したことを特徴とする化粧用コンパク
ト容器。
【請求項２】
上記各軸受け１６上面外方コーナー部分を湾曲面に形成してなる請求項１記載の化粧用コ
ンパクト容器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【産業上の利用分野】
本発明は化粧用コンパクト容器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
化粧用コンパクト容器として、容器体後部に後部を回動可能に連結するとともに、容器体
上面を開閉可能に蓋体を設け、容器体に化粧品を収納した化粧品充填皿を嵌着させてなる
ものが知られている。
【０００３】
これらは一般に、蓋体前部下面より垂設したフックを容器体前面上部に突設した係止突条
に離脱可能に押圧係止させて閉じ蓋状態を維持させる如く構成している。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記した従来の容器では化粧品収納部の化粧品を例えばパフ等に付着させ
て使用する場合、化粧品収納凹部前部の化粧品は付着させ易いが、化粧品収納凹部後部の
化粧品は開いた蓋体が邪魔をして付着させ難いという欠点がある。特に、化粧品の使用が
進んで化粧品自体に凹部が生じる状態になった時点ではよりその傾向が顕著となる。
【０００５】
本発明は上記した点に鑑みなされたもので、常時化粧品を化粧具に付着させ易く、使用上
すこぶる便利な化粧用コンパクト容器を提案するものである。
【０００６】
また、構造が比較的簡単で、部品数も少なく、容易に製造できる利点を兼ね備えた化粧用
コンパクト容器を提案するものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本請求項１発明の容器は上記課題を解決するため、底壁５周縁より周壁６を立設するとと
もに、周壁６上端縁より延設した頂板部７を下方へ凹ませて化粧品収納凹部８を形成し、
且つ、周壁前後中央外面に一端を開口して内方へ延設した前後一対の係止部材収納部９を
設けてなる容器体２と、上記各収納部９内に所定幅の前後動が可能に装着載置させたスラ
イド板１３の先端を押し込み可能に収納部９外へ突出させるとともに、スライド板内側端
より内方へ一体に突設した環状弾性部１４によりスライド板１３を外方へ付勢させ、且つ
、スライド板１３両側に起立させた軸受け１６に外側部開放の軸孔１５を設けた前後一対
の係止部材３と、上記容器体上面周縁部に下端縁を載置させた周壁２１上端縁より頂壁２
２を延設するとともに、頂壁２２裏面前後中央より上記頂板部７に穿設した窓孔１２を介
して一対の支持板２３を垂設し、且つ各支持板２３両側に突設させた枢着軸２４を上記各
軸孔１５に枢着させた蓋体４とを備え、上記一方スライド板１３の押し込みにより軸孔１
５と枢着軸２４との係合が外れて他方枢着部を中心に蓋体が開閉し、前後両方からの開蓋
が可能に構成したことを特徴とする化粧用コンパクト容器として構成した。
【０００８】
また、請求項２発明の容器は、上記各軸受け１６上面外方コーナー部分を湾曲面に形成し
てなる請求項１記載の化粧用コンパクト容器として構成した。
【０００９】
【作用】
前部のスライド板１３を押し込むと、スライド板１３は環状弾性部１４の付勢力に抗して
内方へ移動し、両側の軸孔１５から蓋体の枢着軸２４が外れ開蓋が可能となる。次いで、
蓋体４前部を上方へ押し上げると、容器体後部に装着した係止部材３の軸孔１５に枢着さ
せた後部の枢着軸２４が回動して開蓋する。スライド板１３は開蓋後押圧を解除すれは環
状弾性部１４の弾性で前方位置に戻る。
【００１０】
使用後、枢着軸２４を再び軸孔１５に係合させて閉蓋状態を維持する。尚、蓋体４を閉じ
る際、要すればスライド板１３を押し込んで軸受け１６を内方へ移動させておき、蓋体を
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閉じた後スライド板１３の押圧を解除する。また、各軸受け１６上面の外方コーナー部を
湾曲面に形成したものは、枢着軸２４が軸受け１６上面を摺動して軸受け１６を内方へ押
し込み、各枢着軸２４が軸孔１５位置まで下がると環状弾性部１４の弾力で軸受け１６が
外方へ移動して各枢着軸２４が軸孔１５に係合されるため、単に蓋体４を閉じるのみで閉
蓋係止される。
【００１１】
この蓋体４の開閉は容器体の前後両部同様に行うことができ、従って、蓋体４は必要に応
じて前後両側から開くことができる。
【００１２】
【実施例】
以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。
【００１３】
図１乃至図７は本発明の実施例を示すもので、図中１は化粧用コンパクト容器を示す。該
容器１は、容器体２と、一対の係止部材３，３と、蓋体４とを備えている。
【００１４】
容器体２は、底壁５周縁より周壁６を立設するとともに、周壁６上端縁より延設した頂板
部７を下方へ凹ませて化粧品収納凹部８を形成し、且つ、周壁６前後中央外面に一端を開
口して内方へ延設した前後一対の係止部材収納部９，９を設けている。
【００１５】
本実施例では、容器体２を外枠２Ａと中枠２Ｂとから構成している。
【００１６】
外枠２Ａは横長楕円状の底壁５周縁部より周壁６を立設して構成し、また、中枠２Ｂは、
外枠周壁６内周上端部に嵌合固定させた嵌合筒部１０上端縁より頂板部７を延設し、該頂
板部７の左部に平面視円形の化粧品収納凹部８を、また、右部に平面視半円形状の化粧具
収納凹部１１を凹設して構成している。
【００１７】
また、周壁６前後中央部を上端から下端に至る横長矩形状に切欠いて開口させ、その内部
を係止部材収納部９として構成している。本実施例では、前後両収納部９及び９を連通さ
せて構成している。
【００１８】
また、各開口部に連続する中枠頂板部７前後縁部及び嵌合筒部１０に蓋体４の後述する支
持板及び枢着軸が挿通可能な窓孔１２を穿設している。
【００１９】
各係止部材３は、上記各収納部９内に所定幅の前後動が可能に装着載置させたスライド板
１３の先端を押し込み可能に収納部９外へ突出させるとともに、スライド板１３内側端よ
り内方へ一体に突設した環状弾性部１４によりスライド板１３を外方へ付勢させ、且つ、
スライド板１３両側に外側開放の軸孔１５を設けた軸受け１６を起立させて構成している
。
【００２０】
本実施例では、図４に示す如く、縦長矩形状のスライド板１３内側端より内方へ平面視略
８の字形状の環状弾性部１４を一体に突設し、また、スライド板１３両側前後方向中央部
所定位置に側面視逆Ｕ字状をなす軸受け１６を一体に立設して係止部材３を構成している
。また、各軸受け１６には、外側面を開口した横円柱状の軸孔１５を穿設し、開放した外
側面開口から蓋体４の後述する枢着軸を嵌合可能に構成している。
【００２１】
一方、上記収納部９奥部の容器体底壁５中央部部分に平面視Ｈ状をなし且つ上記スライド
板１３と略同じ厚さの突部１７を形成して、その前後内側部分を外側開口の案内凹部１８
として構成し、この案内凹部１８内にスライド板１３の両側奥部を前後動可能に嵌合させ
、また、環状弾性部１４先端面を案内凹部１８奥壁面に当接させてスライド板１３を外方
へ付勢させている。
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【００２２】
また、上記案内凹部１８外側の係止部材収納部９開口との中間部分所定位置には横長直方
体形状の係止突起１９を立設するとともに、スライド板１３中央部所定位置に所定大きさ
の窓孔２０を穿設し、該窓孔２０内に、スライド板１３の所定幅の前後動が可能に係止突
起１９を突出させている。この係止突起１９に対する窓孔の両側縁による案内と、上記案
内凹部１８によるスライド板１３に対する案内により、スライド板１３は横ブレ無く円滑
に前後動する如く構成している。
【００２３】
そして、常時は係止突起１９の内側面に窓孔２０の内側縁が当接係止されてそれ以上のス
ライド板１３の外方への移動が出来ない様に構成し、この際、スライド板１３先端は上記
収納部９開口より突出して押し込みが可能な状態にある如く構成している（図６（ａ）参
照）。この状態からスライド板１３を押し込むと、環状弾性部１４の弾発力に抗してスラ
イド板１３が内方へ移動し、上記係止突起１９外側面に上記窓孔２０外側縁が当接する位
置まで押し込みが可能に構成している（図６（ｂ）参照）。
【００２４】
蓋体４は、上記容器体上面周縁部に下端縁を載置させた周壁２１上端縁より頂壁２２を延
設するとともに、頂壁２２裏面前後中央より上記窓孔１２を介して支持板２３を垂設し、
且つ、支持板２３両側に突設させた枢着軸２４を上記各軸孔１５に枢着させて構成してい
る。
【００２５】
本実施例では、平面視横長楕円状の周壁２１上端縁より頂壁２２を延設し、頂壁２２裏面
中央部前後より、垂直に垂下した後外方へ傾斜下降する支持板２３を垂設し、支持板２３
の下端両側に横円柱状の枢着軸２４をそれぞれ突設して構成している。そして、各枢着軸
２４をそれぞれ各軸孔１５に回動可能に嵌合させて枢着部を構成している。
【００２６】
また、嵌合させた各枢着軸２４の外側面は容器体周壁６内面に係止されて簡単に外方へ外
れない様に構成している。
【００２７】
尚、上記各部材は合成樹脂で形成すると良い。
【００２８】
【発明の効果】
以上説明した如く本発明容器は、容器体前後に化粧品係止部材収納部を形成し、各収納部
内に所定幅の前後動が可能で且つ前方付勢状態で装着載置させたスライド板の先端を押し
込み可能に収納部外へ突出させ、また、スライド板両側に起立させた軸受けに外側開放の
軸孔を設けた前後一対の係止部材を設け、蓋体より垂設した支持板両側の枢着軸を上記各
軸孔に枢着させ、そして、一方のスライド板の押し込みにより軸孔と枢着軸との係合が外
れて他方枢着部を中心に蓋体が開閉し、前後両方からの開蓋が可能に構成したため、化粧
品収納凹部内に収納された化粧品の減り方等必要に応じて開蓋方向を選択でき、従って、
例えば化粧品を付着させ易い化粧品収納皿手前の部分に化粧品が多く位置する状態に開蓋
方向を選択でき、開いた蓋体が邪魔をして化粧具に化粧品を付着させ難いという不都合が
生じることはなく、収納化粧品の使用を最後まで容易に行えるものであり、使用上すこぶ
る便利である。
【００２９】
また、開蓋に際しては、突出する係止部材のスライド板先端を押し込むことで蓋体の係止
が解除できるため、取り扱いがすこぶる便利である。
【００３０】
また、係止部材はスライド板と環状弾性部と軸受けとを一体に形成しており、容器体の係
止部材収納部内に所定幅の前後動が可能にスライド板を装着載置させたものであるため、
構造が簡単で、組み付けも容易であり、安価に且つ容易に製造できる利点を兼ね備えてい
る。
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【００３１】
また、請求項２発明の容器では、開いた蓋体を閉じることにより自動的に各枢着軸が軸孔
に嵌合されて閉蓋状態を維持するため、上記効果に加えより取り扱い便利となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例を示す斜視図である。
【図２】同実施例の縦断面図である。
【図３】同実施例の蓋体を外した状態の斜視図である。
【図４】同実施例の係止部材を示す斜視図である。
【図５】同実施例の係止部材を押し込んだ状態の縦断面図である。
【図６】同実施例の係止部材の作動を説明する説明図である。
【図７】同実施例の開蓋状態の枢着部を示す要部平面図である。
【符号の説明】
２…容器体，３…係止部材，４…蓋体，５…容器体底壁，６…容器体周壁，
７…頂板部，８…化粧品収納凹部，９…係止部材収納部，１２…窓孔，
１３…スライド板，１４…環状弾性部，１５…軸孔，１６…軸受け，２１…蓋体周壁，
２２…蓋体頂壁，２３…支持板，２４…枢着軸
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